
「京都プロジェクト（仮称）」に係る環境影響評価準備書審議の進め方（案） 

 

環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の審議に当たっては 、京都市環境影響

評価審査会運営要領第４条の規定に基づき、環境影響評価等の対象となる項目（以下「環

境要素」という。）についての詳細な検討を行うため、必要に応じて当該環境要素に係る

小委員会を置くことができる。 

論点が多く、環境要素の分野ごとに詳細を議論した方が効率的である場合、小委員会

を設け、意見をとりまとめる。 

※ 市長意見通知は、準備書提出日（１１月７日）から６箇月以内（～５月６日） 

※ 事業者から市民意見への見解書の提出があれば、その日から４箇月以内 

 

⑴ 小委員会を設置 

【案１】本会を全３回、小委員会を２回開催 

  

  

  

 

 

 

【案２】本会を全２回、小委員会を１回開催 

 

 

 

 

 

 

⑵ 小委員会を設置しない 

【案３】本会を全３回開催 

 

 

 

  

 

 

 【案４】本会を全２回開催 
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